
 

中小企業等経営強化法における経営力向上設備等に関する税制措置 

に係る工業会証明書の取得の手引き 

 

○中小企業等経営強化法第１７条第３項に規定する経営力向上設備等のうち、中小企

業等経営強化法施行規則第１６条における以下の要件（以下「生産性向上に係る要

件」といいます。）、 

① 販売開始時期（設備区分毎に定められた期間内に販売された設備であること） 

② 生産性向上指標（例：生産効率、精度、エネルギー効率等）に係る要件（年平

均１％以上向上） 

を満たす設備であることの工業会証明書を取得し、中小企業等経営強化法の認定を

受けた場合で、且つ最低取得価額要件などの税法上の要件を満たすものについては、

税制上の措置の適用を受けられます。 

工業会等では、生産性向上に係る要件を満たす旨を確認した場合、その旨を証する

「証明書」を発行することとしていますので、税制上の措置の適用を受けようとす

る法人又は事業主（以下「設備ユーザー」）の方はご活用ください。 

 

工業会証明書の取得から税務申告の流れは、概ね以下の通りとなります。 

（手続きスキーム図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①設備ユーザーは、当該設備を生産した機器メーカー等（以下「設備メーカー等」）に

証明書の発行を依頼してください。 

②依頼を受けた設備メーカー等は、証明書（様式１）及びチェックシート（様式２） 

に必要事項を記入の上、当該設備を担当する工業会等の確認を受けてください。 

手続きに際しては、必要に応じて裏付けとなる資料等を添付してください。 

（注１）設備の種類ごとに担当する工業会等を公表しております。詳しくは中小企業庁ホー

ムページをご参照ください。http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/ 

③工業会等は、証明書の発行にあたり、設備メーカー等から裏付けとなる資料等を取

り寄せ、証明書及びチェックシートの記入内容を確認し、上席者等が確認の上、設

備メーカー等に証明書を発行してください。 

  また、エビデンスが確認できていない状態で証明書を発行しないようにしてくだ

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/


 

さい。ただし、過去に同じ設備について証明書の交付をし、当該設備に関する資料

を工業会等において保管しており、裏付けとなる資料が不要と工業会等が判断する

場合については、資料等の取り寄せは不要です。その場合も、エビデンスを確認し

た上で証明書を発行してください。証明書を発行する際チェックシートは、工業会

等と設備メーカー等との間の確認に用いることとし、証明書発行後は設備ユーザー

へは送付せず、工業会等で保管してください。 

（注２）設備メーカー等におかれては、工業会等が必要と判断した根拠資料の提出や合理的

な説明がなされない場合は、証明書は発行されませんのでご留意ください。 

④工業会等から証明書の発行を受けた設備メーカー等は、依頼があった設備ユーザー

に証明書を転送してください。 

⑤設備ユーザーは、④の確認を受けた設備について、経営力向上計画に記載し、認定

を受けることができます。手続きに際しては、経営力向上計画の申請書に、④の証

明書の写しを添付する必要があります。 

⑥認定を受けた経営力向上計画に基づき取得した経営力向上設備等については、税法

上の他の要件を満たす場合には、税務申告において税制上の措置の適用を受けるこ

とができます。税務申告に際しては、④の証明書、⑤の申請書及び⑥の認定書（い

ずれも写し）を添付してください。 

 

＜参考＞対象設備について 

設備の種類 ※４ 用途又は細目 最低価額 販売開始時期 

機械装置 全て（※１） 160万円以上 10年以内 

工具 測定工具及び検査工具 30万円以上 5年以内 

器具備品 全て（※２） 30万円以上 6年以内 

建物附属設備 全て（※３） 60万円以上 14年以内 

ソフトウエア ※５ 
設備の稼働状況等に係る情報収集機

能及び分析・指示機能を有するもの 
70万円以上 5年以内 

※１ 発電の用に供する設備にあっては、主として電気の販売を行うために取得等をするもの（経営力

向上計画の実施時期のうちで発電した電気の販売を行う期間中の発電量のうち、販売を行うこと

が見込まれる電気の量が占める割合が２分の１を超える発電設備等）を除く。 

※２ 医療機器については、医療保健業を行う事業者が取得又は製作をするものを除く。 

※３ 医療保健業を行う事業者が取得又は製作をするものを除く。また、発電の用に供する設備にあっ

ては、主として電気の販売を行うために取得等をするもの（経営力向上計画の実施時期のうちで

発電した電気の販売を行う期間中の発電量のうち、販売を行うことが見込まれる電気の量が占め

る割合が２分の１を超える発電設備等）を除く。 

※４ コインランドリー業又は暗号資産マイニング業（主要な事業であるものを除く。）の用に供する

資産でその管理のおおむね全部を他の者に委託するものを除く。 

※５ ソフトウエアについては、複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用ＯＳの

うち一定のものなどは除きます。 

（注３）設備の種類によっては、税制上の措置の対象から除かれるものがあります。設備メ

ーカーは、事前に税理士に確認するなど、対象設備に該当するかどうかの確認をお

願いします。 


